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参考資料

浦安市検査要綱（昭和59年告示第19号）の一部改正

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

第３号様式（第６条第１項・第11条） 別紙１のとおり 第３号様式（第６条第１項・第11条） 別紙２のとおり



-２-

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前



-３-

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前



-４-

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前



-５-

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前



-６-

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。

（経過措置）

２ 改正後の別記第３号様式の規定は、施行日以後に着手する工事等の請負契

約に係る第６条第１項の規定による完成検査、出来形検査又は清算検査の依

頼及び第11条第１項の規定による工事等の成績の評定の結果の記録について

適用し、施行日前に着手する工事等の請負契約に係る第６条第１項の規定に

よる完成検査、出来形検査又は清算検査の依頼及び第11条第１項の規定によ

る工事等の成績の評定の結果の記録については、なお従前の例による。



別紙１

第３号様式（第６条第１項・第11条）

工 事 番 号

工 事 名 円 円

考 査 項 目 検査職員（出来形・完成）

氏名 氏名

項 目 細 別 c d e a' b' d e a a' b b' e a a' b b' d e

1. 施工体制 Ⅰ. 施工体制一般 0 -5 -10

Ⅱ. 配置技術者 0 -5 -10

2. 施工状況 Ⅰ. 施 工 管 理 0 -5 -10 +5 － +2.5 － -15 +5 － +2.5 － -7.5 -15

Ⅱ. 工 程 管 理 0 -5 -10 － － -7.5 -15

Ⅲ. 安 全 対 策 0 -5 -10 － － -7.5 -15

Ⅳ. 対 外 関 係 0 -2.5 -5

3. 出 来 形 Ⅰ. 出 来 形 0 -2.5 -5 +10 +7.5 +5 +2.5 -20 +10 +7.5 +5 +2.5 -10 -20

及び Ⅱ. 品 質 0 -2.5 -5 +15 +12 +7.5 +4.0 -25 +15 +12 +7.5 +4.0 -12.5 -25

出来ばえ Ⅲ. 出 来 ば え +5 － +2.5 － － +5 － +2.5 － -5 －

4. 工事特性 Ⅰ. 施工条件等への対応 + (20) － －

5. 創意工夫 Ⅰ. 創 意 工 夫 + (7) 0 － －

6. 社会性等 Ⅰ. 地域への貢献等 +7.5 +2.5 － －

加減点合計 (1+2+3+4+5+6) 点 点 点

評定点 (65±加減点合計) ① 点 ② 点 ③ ④ 点

7. 評 定 点 計 点

※ただし、③（出来形、中間）が2回以上の場合は平均値

点

8. 加重平均による評定点

9. 法 令 遵 守 等 ⑤ － 点

10. 評 定 点 合 計 ⑥

11. 総合評価項目不履行による減点

[監督職員] [主任監督職員] [検査職員]

注 １）1～3の評定(65点±加減点合計) + 4～6 の評定(加点合計) ＝ 評定点 ４）所見は必ず記入する。

各評定点(①～④)は小数点第１位まで記入する。 請負金額130万円以上の建設工事を対象とする。 ５）各考査項目ごとの評定は、各指定様式によるものとし、検査職員の評定に先立ち、

２）工事特性の評定は当該工事特有の難度の高い条件に対して適切に対応したことを評価する項目で、監督職員 監督職員、主任監督職員が記入する。

からの報告を受けて主任監督職員が記入する。 ６）出来形、中間検査の場合、対象工事内容を「工事概要」欄に記入する。

３）社会性等の評定では、地域への観点から、加点評点のみとする。また、法令遵守等は、減点評定のみとする。 ７）評定点合計は、四捨五入により整数とする。（小数点第１位を四捨五入）

検 査 日 年 月 日 請負代金額

工 事 成 績 評 定 表

請負代金額

完 成・出来形

工事担当課長名 (当初) (最終)

概 要住 所・氏 名
監理技術者 至 年 月 日

工 事受 注 者 至 年 月 日
主任技術者

変更

現場代理人

工 期

当初 自 年 月 日

自 年 月 日

監督職員 主任監督職員 検査職員(完成)

氏名 氏名

d c

+1.0 +0.5

a b a b c c

+4.0 +2.0 0 -7.5 0

+3.0 +1.5

+5.0 +2.5 +3.0 +1.5 0

+4.0 +2.0 +2.0 +1.0 0

+4.0 +2.0 0 -10 0

+2.0 +1.0

-12.5 0

0 -5 0

+5.0 +2.5 0

0

7

点

点

+10 +5 0

点

所 見

点 ○出来形(中間)検査があった場合 ： (① 点×0.4 ＋ ② 点×0.2 ＋ ③ 点×0.2 ＋ ④ 点×0.2)＝

○出来形(中間)検査がなかった場合 ： ( ① 点×0.4 ＋ ② 点×0.2 ＋ ④ 点×0.4 ) ＝

点

○8.評定点計( 点) － 9.法令遵守等( 点）＝ 点



別紙２


